
最高裁秘書第3125号

令和4年10月31日

p

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長堀田眞哉

司法行政文書の開示についての通知書

3月23日付け（同月28日受付、第031065号）で申出のありました司法

行政文書の開示について、下記のとおり情報を提供することとしましたので通知し

ます。

記

1 提供する司法行政文書の情報等

Il) 裁判官会議(第13回）議事録抜粋（片面で’枚）

（2） 裁判官会議（第15回）議事録抜粋（片面で1枚）

（3） 裁判官会議（第18回）議事録抜粋（片面で1枚）

(4) ，裁判官会議（第21回）議事録抜粋（片面で1枚）

（5） 裁判官会議（第22回）議事録抜粋（片面で1枚）

（6） 決裁票（件名が「海外出張命令」のもの） （最高裁人総第2266号）抜粋

（片面で1枚）

2 提供しないこととした部分とその理由

1の(1)の情報には、個人識別情報（氏名等）が記載されており、 これらの情報

は、行政機関情報公開法第5条第1号に定める不開示情報に相当することから、

これらの情報が記載されている部分を開示しないこととした。

3 提供の実施方法
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'このキリ断に苦情がある場合は、 この通知を発した日 （本通知書の右上に記載

された日付)の翌日から起算してBか月め間､最高裁判所事務総局秘書課に対
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(担当）秘書課（文書開示第二係） 電話O3(4233)5240(直通）
’
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裁判官海外出張者名簿

次の各判事補に対し，各在外研究先において各研究対象について調査研究のため各期間
派遣国に出張を命ずる

補
名

事
職

判
官

研究対象 派遣国在外研究先 期間
氏名 期

－

69東京地家判事補約2年間アメリカ合衆国 同国の司法制度 同国 加賀谷友行

同国の司法制度 東京地家判事補アメリカ合衆国 約2年間同国 長谷ﾉ| ｜ 翔大 69

｜同国の司法制度 千葉地家判事補アメリカ合衆国 約2年間 清水拓三同国 69

同国の司法制度 大阪地家判事補 伊藤佑貴約2年間同国英国 69

アメリカ合衆国 約2年間 大阪地家判事補同国の司法制度 同国 水谷 翔 69

名古屋地家判事補アメリカ合衆国 同国の司法制度 約2年間 新田浩志同国 69

司国の司法制度 約2年間 津地家判事補英国 同国 樋口瑠惟 69

同国の司法制度||同国 福岡家地判事補約2年間アメリカ合衆国 大庭直也 ’69

’
アメリカ合衆国バｰジﾆｱ|同国の司涯制度|同国州等

約1年間| 東京地判事補 酒本雄- 167

レスター大学ロースクール

等
英国の司法制度 東京地家判事補同国 約1年間 種村夏子 68

ノートルデイム大学ロース

クール等

アメリカ合衆国

の司法制度
約1年間 東京地判事補 谷山暢宏同国 69

ﾄ, ’69
アメリカ合衆国

の司法制度

ワシントン大学ロースクー

ル等
横浜地家判事補同国 約1年間 吉本奈々絵

カーディフ大学ロースクー
ル等

千葉地家判事補英国の司法制度 同国 約1年間 長谷川 英 69

バンダーピルト大学ロース
クール等

アメリカ合衆国
の司法制度

新

65
約1年間 大阪地家判事補 内藤陽子同国

カリフォルニア大学デーピ

ス校ロースクール等

アメリカ合衆国

の司法制度
同国 約1年間 大阪地家判事補 井谷 喬 67

アメリカ合衆国ジ三一ジア
州等

同国の司法制度 大阪地家判事補|司国 約]年間 亀井健斗 69

スタンフガ

クール等

アメ.リカ合衆国
の司法制度

ド大学ロ･一ス
大阪地家判事補約]年間同国 竹配泰樹 69
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裁判官海外出張者名簿

次の各判事補に対し，各在外研究先において各研究対象について調査研究のため各期間
派遣国に出張を命ずる
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在外研究先 〃 0 研究対象
（

派遣国

■
６

期間
判事補

勺 9

ざら ﾛ

官職名 氏名 期

ワシントン大学センl､ルイ
6

ス校ローースクール等〃 ．
‐ 旬

アメリカ合衆国

の司法制度
同国 約1年間

0 ，

東京地判事補

I
C ■ ●

鈴鹿祥吾
新
砺

アメ.リ.力合衆国アリゾナ州
等 同国の司法制度 同国 約1年間 東京地判事補

0 6

河本 薫 67



裁判“官海外出張者：名簿

次の各判事補に対し，各在外研究先において各研究対象について調査研究のため各期間派
遣国に出張を命ずる

3

在外研究先 研究対象 派遣国
●
０

期間
判事補

官職名 氏名

凸

期

フランス共和国 同国の司法制度 同国 約1年間 東京地判事補
■ ■

、

石井奈沙
I
O f

新65

ミュンヘン知的財産法セン
ター

世界各国の知的
財産権法制度等

ドイツ連邦共和

国

約1年間 福岡地家判事補 瀧澤惟子 69

ルーーベン大学ロースクール

等

欧州司法裁判所

等の司法制度

ベルギー王国 約1年間 札幌地家判事補 亀井直子 69
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裁判官海外出張者名簿

次の判事補に対し，在外研究先において研究対象について調査研究のためその期間派遣
国に出張を命ずる
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在外研究先 研究対象 派遣国 期間
判事補 、 一

官職名 氏名 期

ジョージワシン}､ン大学

ローースクーール等
ｱﾒﾘｶ合衆国
の司法制度

同国 年間

■ ■

名古屋地家判事補 川内真里
◆ 勺

69
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裁判官海外出張者名簿L
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次の判事補に対し，在外研究先において研究対象について調査研究のためその期間派遣
国に出張を命ずる ）
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研究対象 派遣国 期間
判事補 』

官職名
Q グ

氏名 期

ドイツ連邦共和国

l
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同国の司法制度
守 ｡

同国 '

日
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約1年間

』

大阪地家判事補
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中澤崇晶 68
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出張者 I、官職

●

C

G

東京地方裁判所裁判所書記官 氏名

$

柿本真紀

●

出張先 英国 昏 P 出張期間 約2年

目的

B G

同国の司法制度に関する調査研究


